
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

 

お
知
ら
せ

栃
木
市
地
域
防
災
計
画
・
栃
木
市

水
防
計
画
・
栃
木
市
国
土
強
靭
化

地
域
計
画
の
改
訂
案
に
関
す
る
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
（
意
見
募
集
）

　
本
市
の
防
災
・
水
防
・
減
災
な
ど

へ
の
対
応
等
に
つ
い
て
定
め
る
３
つ

の
計
画
に
つ
い
て
、
国
や
県
の
上
位

計
画
の
改
訂
や
近
年
の
災
害
事
象
・

社
会
情
勢
の
変
化
等
を
踏
ま
え
、
改

訂
案
を
作
成
し
ま
し
た
。
こ
の
改
訂

案
に
つ
い
て
、
皆
様
の
意
見
等
を
お

寄
せ
く
だ
さ
い
。

募
集
期
間　
11
月
20
日
（
木
）
～
12

月
19
日
（
金
）（
必
着
）

対
象　
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の

方
／
市
内
に
事
業
所
等
を
有
す
る
個

人
・
法
人
等
／
市
税
の
納
税
義
務
者

／
本
件
に
利
害
関
係
の
あ
る
方

閲
覧
場
所　
危
機
管
理
課
（
本
庁
舎

５
階
）
／
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
同

４
階
）
／
各
総
合
支
所
地
域
づ
く
り

推
進
課
／
大
宮・皆
川・吹
上・寺
尾・

国
府
の
各
公
民
館
窓
口
／
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

提
出
方
法　
閲
覧
場
所
に
あ
る
意
見

書
様
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
次
の
窓
口
に
直
接
ま
た
は

問
合
先
へ
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー
ル

で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
窓
口　
危
機
管
理
課
／
各
総
合

支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課
／
大
宮
・

皆
川
・
吹
上
・
寺
尾
・
国
府
の
各
公

民
館
窓
口
（
平
日
８
時
30
分
～
17
時

15
分
）

そ
の
他　
提
出
さ
れ
た
意
見
等
は
後

日
公
表
し
ま
す
（
住
所
・
氏
名
等
は

非
公
表
）。
意
見
に
対
す
る
個
別
回

答
は
し
ま
せ
ん
。

問 

危
機
管
理
課　

  

☎
（21）
２
５
５
１

栃
木
市
定
住
自
立
圏
形
成
方
針
の
変
更

（
素
案
）
及
び
第
３
期
栃
木
市
定
住
自

立
圏
共
生
ビ
ジ
ョ
ン（
素
案
）に
関
す

る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト（
意
見
募
集
）　

募
集
期
間　
11
月
20
日
（
木
）
～
12

月
19
日
（
金
）（
必
着
）

対
象　
市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の

方
／
市
内
に
事
業
所
等
を
有
す
る
個

人
、
法
人
等
／
市
税
の
納
税
義
務
者

／
本
件
に
利
害
関
係
を
有
す
る
方

閲
覧
場
所　
総
合
政
策
課
（
本
庁
舎

３
階
）
／
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
同

４
階
）
／
各
総
合
支
所
地
域
づ
く
り

推
進
課
／
大
宮・皆
川・吹
上・寺
尾・

国
府
の
各
公
民
館
窓
口
／
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

提
出
方
法　
閲
覧
場
所
に
あ
る
意
見

書
書
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
次
の
窓
口
に
直
接
ま
た

は
問
合
先
へ
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー

ル
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
窓
口　
総
合
政
策
課
／
各
総
合

支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課
／
大
宮
・

皆
川
・
吹
上
・
寺
尾
・
国
府
の
各
公

民
館
窓
口
（
平
日
８
時
30
分
〜
17
時

15
分
）

そ
の
他　
提
出
さ
れ
た
意
見
等
は
後

日
公
表
し
ま
す
。（
住
所
・
氏
名
等

は
非
公
表
）
意
見
に
対
す
る
個
別
回

答
は
し
ま
せ
ん
。

問 

総
合
政
策
課　

  

☎
（21）
２
３
０
２

（
仮
）栃
木
市
健
康
計
画
21（
素
案
）

に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

（
意
見
募
集
）

　
栃
木
市
健
康
増
進
計
画
と
栃
木
市

い
の
ち
支
え
る
自
殺
対
策
計
画
が
令

和
７
年
度
に
見
直
し
の
時
期
と
な
る

こ
と
か
ら
、
両
計
画
を
統
合
し
た

「（
仮
）
栃
木
市
健
康
計
画
21
」
の
素

案
を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
皆

様
の
意
見
等
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

募
集
期
間
　
11
月
25
日
（
火
）
～
12

月
24
日
（
水
）（
必
着
）

対
象
　
市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の

方
／
市
内
に
事
業
所
等
を
有
す
る
個

人
、
法
人
等
／
市
税
の
納
税
義
務
者

／
本
計
画
に
利
害
関
係
を
有
す
る
方

閲
覧
場
所
　
健
康
増
進
課
（
栃
木
保

健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）
／
市
政
情
報

セ
ン
タ
ー
（
本
庁
舎
４
階
）
／
各
総

合
支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課
／
大

宮
・
皆
川
・
吹
上
・
寺
尾
・
国
府
の

各
公
民
館
窓
口
／
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

提
出
方
法
　
閲
覧
場
所
に
あ
る
意
見

書
書
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
次
の
窓
口
に
直
接
ま
た

は
問
合
先
へ
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー

ル
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
窓
口
　
健
康
増
進
課
／
各
総
合

支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課
／
大
宮
・

皆
川
・
吹
上
・
寺
尾
・
国
府
の
各
公

民
館
窓
口
（
平
日
８
時
30
分
～
17
時

15
分
）

そ
の
他
　
提
出
さ
れ
た
意
見
等
は
後

日
公
表
し
ま
す
。（
住
所
・
氏
名
等

は
非
公
表
）
意
見
に
対
す
る
個
別
回

答
は
し
ま
せ
ん
。

問 

健
康
増
進
課　

  

☎
（25）
３
５
１
１

し
尿
処
理
施
設
整
備
基
本
計
画

（
素
案
）
に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
（
意
見
募
集
）

　
本
市
の
し
尿
等
の
適
正
処
理
の
継

続
を
図
る
た
め
、
新
た
な
し
尿
処
理

施
設
の
整
備
を
予
定
し
て
お
り
、
施

設
整
備
を
計
画
的
か
つ
総
合
的
に
進

め
る
た
め
、
令
和
６
年
度
か
ら
「
し

尿
処
理
施
設
整
備
基
本
計
画
」
の
策

定
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
こ
の
た
び

本
計
画
の
策
定
に
向
け
て
計
画
の
素

案
を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
皆

様
の
意
見
等
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

募
集
期
間
　
12
月
５
日
（
金
）
～
令

和
８
年
１
月
５
日
（
月
）（
必
着
）

対
象
　
市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の

方
／
市
内
に
事
業
所
等
を
有
す
る
個

人
、
法
人
等
／
市
税
の
納
税
義
務
者

／
本
計
画
に
利
害
関
係
を
有
す
る
方

閲
覧
場
所
　
ク
リ
ー
ン
推
進
課
（
と

ち
ぎ
ク
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ
管
理
棟
）
／

市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
本
庁
舎
４

階
）
／
各
総
合
支
所
地
域
づ
く
り
推

進
課
／
大
宮
・
皆
川
・
吹
上
・
寺
尾
・

国
府
の
各
公
民
館
窓
口
／
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

提
出
方
法
　
閲
覧
場
所
に
あ
る
意
見

書
様
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
次
の
窓
口
に
直
接
ま
た
は

問
合
先
へ
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー
ル

で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
窓
口　
ク
リ
ー
ン
推
進
課
／
各

総
合
支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課
／
大

宮
・
皆
川
・
吹
上
・
寺
尾
・
国
府
の

各
公
民
館
窓
口
（
平
日
８
時
30
分
～

17
時
15
分
）

そ
の
他
　
提
出
さ
れ
た
意
見
等
は
後

日
公
表
し
ま
す
（
住
所
・
氏
名
等
は

非
公
表
）。
意
見
に
対
す
る
個
別
回

答
は
し
ま
せ
ん
。

問 

ク
リ
ー
ン
推
進
課
☎

（31）
２
４
４
６

国
民
年
金
保
険
料
は
納
付
期
限
ま

で
に
納
め
ま
し
ょ
う

　
令
和
７
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料

は
、
月
額
１
７
，
５
１
０
円
で
す
。

保
険
料
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
送

ら
れ
る
納
付
書
に
よ
り
、金
融
機
関・

郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま

た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
を
利
用
し
て
の
納

付
、
便
利
で
お
得
な
口
座
振
替
も
あ

り
ま
す
。
毎
月
の
保
険
料
の
納
付
期

限
は
、
翌
月
の
末
日
で
す
。

　
保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お

く
と
、将
来
の「
老
齢
基
礎
年
金
」や
、

障
が
い
・
死
亡
と
い
っ
た
不
測
の
事

態
が
生
じ
た
と
き
の
「
障
害
基
礎
年

金
」・「
遺
族
基
礎
年
金
」
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
必
ず
納
付
期
限
ま
で
に
納

め
て
く
だ
さ
い
。

　
所
得
が
少
な
い
な
ど
の
経
済
的
な

理
由
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
困
難

な
場
合
は
、
保
険
料
が
免
除
・
猶
予

さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、年

金
事
務
所
、保
険
年
金
課（
市
役
所
本

庁
舎
２
階
）、各
総
合
支
所
地
域
づ

く
り
推
進
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。　

問 

栃
木
年
金
事
務
所
☎
（22）
４
１
３
１

   

保
険
年
金
課　

  

☎
（21）
２
１
３
４

12
月
４
日（
木
）
～
10
日（
水
）
は

人
権
週
間
　

12
月
10
日
は
「
人
権
デ
ー
」

　

人
権
デ
ー
を
最
終
日
と
す
る
１
週

間
（
12
月
４
日
～
10
日
）
を
人
権
週

間
と
し
、
人
権
尊
重
思
想
の
普
及
高

揚
の
た
め
の
啓
発
活
動
を
全
国
的
に

展
開
し
て
い
ま
す
。
本
市
で
も
、
街

頭
啓
発
や
特
設
相
談
、講
演
会
な
ど
を

通
じ
、人
権
尊
重
思
想
へ
の
理
解
を

よ
り
い
っ
そ
う
深
め
て
い
た
だ
け
る

よ
う
、重
点
的
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

「
人
権
特
設
相
談
所
」
の
お
知
ら
せ

　
人
権
週
間
の
期
間
中
、
市
で
は
特

設
の
無
料
相
談
所
を
設
け
、
人
権
に

関
す
る
様
々
な
相
談
に
人
権
擁
護
委

員
が
対
応
し
ま
す
。
予
約
は
不
要
で

す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時
・
場
所　
12
月
５
日
（
金
）
10

時
～
12
時　
厚
生
セ
ン
タ
ー（
旭
町
）

問 

人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

☎
（21）
２
１
６
１

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
更
新
時
に

お
け
る
免
許
情
報
の
引
継
ぎ

　
令
和
７
年
９
月
１
日
か
ら
、
マ
イ

ナ
免
許
証
を
お
使
い
の
方
は
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
更
新
す
る
際
、
免

許
情
報
を
新
し
い
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
に
あ
ら
か
じ
め
引
き
継
ぐ
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

引
継
ぎ
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
オ
ン

ラ
イ
ン
申
請
よ
り
手
続
き
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。
郵
便
局
や

紙
の
申
請
書
に
よ
る
郵

送
申
請
、
証
明
写
真
機

の
申
請
で
は
免
許
情
報

の
引
継
ぎ
を
行
う
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

対
象　
次
の
①
②
③
全
て
を
満
た
す
方

①
現
在
マ
イ
ナ
免
許
証
ま
た
は
マ
イ

ナ
経
歴
証
明
書
を
お
持
ち
の
方

②
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
等
に
お
い
て

警
察
に
署
名
用
電
子
証
明
書
を
提
出

し
て
い
る
方

③
次
の
理
由
に
よ
り
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
再
発
行
を
行
う
方

現
在
お
使
い
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
有
効
期
間
が
３
か
月
以
内
に

迫
っ
て
い
る
方
／
現
在
お
使
い
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
追
記
欄
が
満

欄
と
な
っ
た
方

※
マ
イ
ナ
免
許
証
に
関
す
る
こ
と

は
、栃
木
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー（
☎

０
２
８
９

（76）
０
１
１
０
／
平
日
８
時

30
分
～
17
時
）
ま
で

問 

市
民
生
活
課     

☎
（21）
２
１
２
６

大
平
地
域
づ
く
り
推
進
課
☎
（43）
９
２
０
９

藤
岡
地
域
づ
く
り
推
進
課
☎
（62）
０
９
０
３

都
賀
地
域
づ
く
り
推
進
課
☎
（29）
１
１
０
２

西
方
地
域
づ
く
り
推
進
課
☎
（92）
０
３
０
６

岩
舟
地
域
づ
く
り
推
進
課
☎
（55）
７
７
５
４

年
末
の
交
通
安
全
県
民
総
ぐ
る
み

運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す
　

「
マ
ナ
ー
ア
ッ
プ
！
あ
な
た
が
主
役

で
す
」

　
年
末
は
慌
た
だ
し
い
時
節
柄
、
交

通
事
故
件
数
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ

り
ま
す
。
あ
ら
た
め
て
交
通
ル
ー
ル

の
遵
守
と
交
通
マ
ナ
ー
の
実
践
に
つ

い
て
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

期
間　
12
月
11
日（
木
）～
31
日（
水
）

問 

交
通
防
犯
課　

  

☎
（21）
２
１
５
１

令
和
７
年
国
勢
調
査
へ
の
ご
回
答

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　
令
和
８
年
５
月
末
ま
で
に
総
人
口

と
世
帯
数
に
関
す
る
人
口
速
報
集
計

が
総
務
省
統
計
局
か
ら
公
表
さ
れ
る

予
定
で
す
。
栃
木
市
の
結
果
に
つ
い

て
は
、今
後
、広
報
と
ち
ぎ・市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
上
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問 

総
合
政
策
課　

  

☎
（21）
２
３
０
６

栃
木
市
郷
土
参
考
館
の 

　
　
　
　
　
　
休
館
の
お
知
ら
せ

　

栃
木
市
郷
土
参
考
館
は
展
示
室

照
明
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
工
事
を
行
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
令
和
８
年
１
月
13

日
（
火
）
～
21
日
（
水
）
の
期
間
中
、

休
館
し
ま
す
。
ご
迷
惑
を
お
か
け
し

ま
す
が
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

問 

文
化
課　
　
　

  

☎
（21）
２
４
９
７

エ
ア
コ
ン
の
寄
贈 

　
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　
ボ
ッ
シ
ュ
ホ
ー
ム
コ
ン
フ
ォ
ー
ト

ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
栃
木
事
業
所
様

よ
り
、
大
平
西
保
育
園
と
大
平
南
第

１
保
育
園
へ
エ
ア
コ
ン
を
１
台
ず
つ

寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
い
た
だ
い
た
エ
ア
コ
ン
は
、
大
平

西
保
育
園
と
大
平
南
第
１
保
育
園
で

大
切
に
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

問 

保
育
課　
　
　

  

☎
（21）
２
２
３
１

広報とちぎ 2025.1215 14

本庁舎 ☎（22）3535　各総合支所：大平 ☎（43）9205　藤岡 ☎（62）0900　都賀 ☎（29）1100　西方 ☎（92）0300　岩舟 ☎（55）7751  ／  休日（本庁日直）☎（22）3535


